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○

労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に

照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三
十
四

（
略
）

一
～
三
十
四

（
略
）

三
十
五

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

三
十
五

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
を
い
う
。

ャ
ー
を
い
う
。

イ
～
ト

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

チ

国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同
体
、

チ

国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
及
び
欧
州
共
同
体

欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
及
び
欧
州
金
融
安
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
向
け
エ
ク
ス

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ポ
ー
ジ
ャ
ー

リ

（
略
）

リ

（
略
）

三
十
六
～
七
十
八

（
略
）

三
十
六
～
七
十
八

（
略
）

（
国
際
決
済
銀
行
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
国
際
決
済
銀
行
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
二
十
八
条

国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同

第
二
十
八
条

国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
及
び
欧
州
共

体
、
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
及
び
欧
州
金
融
安
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
向
け
エ
ク
ス

同
体
向
け
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
零
パ
ー
セ
ン
ト

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
零
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

と
す
る
。
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（
簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
）

（
簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
）

第
六
十
四
条

簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
は
、
次
に
掲
げ

第
六
十
四
条

簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

日
本
国
政
府
若
し
く
は
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
が
発
行
す
る
円
建
て
の

三

日
本
国
政
府
若
し
く
は
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
が
発
行
す
る
円
建
て
の

債
券
又
は
国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同

債
券
又
は
国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同

体
、
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
欧
州
金
融
安
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
若
し
く
は
標

体
若
し
く
は
標
準
的
手
法
で
零
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用

準
的
手
法
で
零
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
国
際
開

さ
れ
る
国
際
開
発
銀
行
の
発
行
す
る
債
券

発
銀
行
の
発
行
す
る
債
券

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

（
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
）

（
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
）

第
六
十
九
条

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
用

第
六
十
九
条

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
用

い
る
場
合
に
お
い
て
、
包
括
的
手
法
の
計
算
の
対
象
と
す
る
取
引
に
つ
い
て
毎

い
る
場
合
に
お
い
て
、
包
括
的
手
法
の
計
算
の
対
象
と
す
る
取
引
に
つ
い
て
毎

営
業
日
の
時
価
評
価
又
は
担
保
額
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
保
有
期
間
（

営
業
日
の
時
価
評
価
又
は
担
保
額
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
保
有
期
間
（

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
計
算
す
る
際
に
、
当
該
資
産
を
保
有
す
る
と
仮
定

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
計
算
す
る
際
に
、
当
該
資
産
を
保
有
す
る
と
仮
定

す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
か
ら
第
四
目
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十

す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
か
ら
第
四
目
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十

営
業
日
の
と
き
に
用
い
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

営
業
日
の
と
き
に
用
い
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

適
格
金
融
資
産
担
保
が
債
券
で
あ
る
場
合

適
格
格
付
機
関
が
債
券
に
付

一

適
格
金
融
資
産
担
保
が
債
券
で
あ
る
場
合

適
格
格
付
機
関
が
債
券
に
付

与
し
た
格
付
そ
の
他
の
条
件
、
債
券
の
残
存
期
間
及
び
発
行
体
に
応
じ
て
、

与
し
た
格
付
そ
の
他
の
条
件
、
債
券
の
残
存
期
間
及
び
発
行
体
に
応
じ
て
、

次
の
表
に
定
め
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

次
の
表
に
定
め
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

（
表

略
）

（
表

略
）
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（
注
）

特
定
の
発
行
体
と
は
、
中
央
政
府
等
（
中
央
政
府
、
中
央
銀
行
、

（
注
）

特
定
の
発
行
体
と
は
、
中
央
政
府
等
（
中
央
政
府
、
中
央
銀
行
、

国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同
体

国
際
決
済
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
欧
州
中
央
銀
行
、
欧
州
共
同
体

、
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
欧
州
金
融
安
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
及
び
零

及
び
零
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
国
際
開

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
国
際
開
発
銀
行

発
銀
行
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
我
が
国
の
地

を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
我
が
国
の
地
方
公
共

方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
及
び
我
が
国
の
政
府
関
係

団
体
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
及
び
我
が
国
の
政
府
関
係
機
関
を

機
関
を
い
う
。

い
う
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


